
ご存知ですか？�

新薬の特許期間が満了し、�

有効性と安全性が�

確かめられたのちに�

売り出される医薬品が�

ジェネリック医薬品です�

お医者さんでもらうお薬（医療用医薬品）
には、同じ成分、同じ効き目で、高い薬と
安い薬があります。�



医薬品の分類�

新しく開発されて�
発売されたお薬�

病院やクリニックなどで発行される
医師の処方せんが必要なお薬�

医師の処方せんなしで薬局などで
購入できるお薬�

新薬の特許が切れた後に、別の会社が同じ有効�
成分を使って開発、販売するお薬�



○製薬メーカーがつけた　　商品名�

○薬の有効成分名である　　一般名�

医薬品には2つの名前がある�

ジェネリック医薬品�

ジェネリック【generic】　　一般的な�

欧米では後発医薬品は「商品名」ではなく、
薬の有効成分である「一般名」で処方される
ことが多いため、ジェネリック医薬品と呼ば
れている�



新薬の特許期間（２０～２５年）などが過ぎた後に、他のメーカーか
ら製造・販売される同じ有効成分・同じ効き目の医薬品です�

独占販売
できる	

新薬と同じ有効成分	

ジェネリック医薬品とは…�



どこが同じ？どこが違う？�

①同じ有効成分が一錠の中に同じ量含まれる�

②同じ用法・用量（のみ方と錠数）で用いる�

③同じ効能・効果を発揮する� ※内服錠の場合�

医薬品の有効性と安全性に影響
を及ぼさない範囲のもの�



違う部分があっても効き目は同じ？�

新薬と形や色・味、添加物な
どが違っていても、治療学的
に同等な医薬品です�



ジェネリック医薬品は医療用医薬品として薬事法に定められた
厳しい基準のもとで開発・製造・販売されています。�

安心して服用していただけます�



苦味をコーティングして�

小さなお子様にも�
飲みやすく�

より飲みやすく�

カプセルを小さくして�

甘味剤�

患者さんには…�



フィルムコーティングを
工夫して光や湿気などに
対して安定に�

アンプルに遮光性を
もたせる�

より扱いやすく�

医療現場には…�



低価格なのはなぜ？�

ジェネリック医薬品�新薬�

薬価�

研究開発費の�
差が大きい�

7割	

新発売時の薬価の差�

なんだか	

うれしいな♪	



ジェネリック医薬品が安い主な理由は、�
新薬に比べ研究開発費が少なくてすむからです。�

ジェネリックが安い理由�

開発成功率 開発費用 開発期間

新　薬

ジェネリック
医薬品

1/10,000以下� 150～200億円�
以上�

15～20年�

3～4年�非常に高い� 数千万～1億円�



医療給付費の将来見通し�
平成１８年１月　　厚生労働省『健康保険法等の
一部を改正する法律案について』より抜粋�

■  改革実施前� ■  改革案　�

20兆円�

40兆円�

60兆円�

2006年度� 2010年度� 2015年度� 2025年度�

28.5兆円�

31.2兆円�
27.5兆円�

33.2兆円�

37兆円�

40兆円�

48兆円�

56兆円�



ジェネリック医薬品の意義�

�
（１）  患者さんの薬代自己負担が軽減�

（２）  国の医療費の節減　年間約1.5兆円�



家計に優しいジェネリック医薬品�



ジェネリック医薬品の普及促進�

国（厚生労働省）の目標�

後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、先発医薬品と治療学的に同等であ

るものとして製造販売が承認され、一般的に、開発費用が安く抑えられる

ことから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。�

　このため、後発医薬品の普及は、患者負担の軽減、医療保険財政の改善

に資するものと考えられますが、現在のところ、日本では、後発医薬品の

数量シェアは39.9％（平成23年9月の薬価調査に基づく集計値）であり、

欧米諸国と比較して普及が進んでいません。�

　その理由の1つに、医療関係者の間で、後発医薬品の品質や情報提供、

安定供給に対する不安が払拭されていないということが挙げられます。�

　こうした状況を踏まえ、厚生労働省では平成25年4月に「後発医薬品の

さらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、その中で「平成30

年3月末までに、後発医薬品の数量シェアを60％以上にする」という目標

を掲げ、後発医薬品の使用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。�



かかりつけのお医者さんに、ジェネリック医薬品の処方が�
できるかを相談してみましょう。�

まずはかかりつけの医師に、ジェネリック
医薬品によるお薬の処方を相談してみま
しょう。�

※くすりによっては、まだジェネリック医薬品が発売され�
ていないものもあります。	



・ジェネリック医薬品への変更不可を指示するお医者さんの�
　署名などがないことを確認してください。�

・医師がジェネリック医薬品�
　による処方に支障があると�
　判断した場合のみ、処方せ�
　ん「変更不可」の欄に指　�
　示・署名が行われます。�

処方せんの「変更不可」欄を確認してくだ
さい。�



・薬剤師に処方せんをわたす際に、ジェネリック医薬品を�
　希望する旨を相談してください。�

薬剤師に、ジェネリック医薬品の希望を
伝えましょう�

・処方された日数よりも短い期間でお試しもできます。	

・調剤薬局によって、おいてあるジェネリック医薬品は異�
　なります。	

・まだ、新薬しか発売されていない薬もあります。	



おくすり手帳を持ちましょう�

調剤薬局でどの薬をジェネリック医薬品に変えたかを記載して
くれます。�
労災病院やかかりつけの診療所に受診の際は、医師におくすり
手帳を見せてください。�



おくすり手帳の利点�

•  アレルギー・副作用の確認・回避ができる�
�

•  薬の重複を防ぐ�

•  薬の飲み合わせの確認ができる�

•  急に薬が必要になった時や、災害時でも�
　服用中の薬がわかる�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など�



おくすり手帳は皆様一人一人の大切な
情報です。�
（いざという時にあなたを守ってくれ
ます）�

ぜひ、有効活用しましょう	



山陰労災病院でもジェネリック医
薬品への変更を進めています。	

ご理解ご協力をお願いいたします。	


